
       栄町汚水適正処理構想 

 

１．汚水適正処理構想について 

 ア）汚水適正処理構想の概要 

 トイレや台所からの汚水を処理する施設は、公共下水道、合併浄化槽などが

あります。 

 「栄町汚水適正処理構想」（以下。「構想」とする。）の目的は、町内の汚水処

理施設を整備し、きれいな水を守るために、整備区域などを定め汚水処理施設

整備を進めようとするものです。 

 この「構想」は、5年程度社会情勢の変化等に応じて見直しを行っており、今

回は平成 36年度を中期目標年度として、汚水処理施設が概成することを目標に

しています。 

 さらに、平成 46年度を長期目標年度として、既整備地区や施設の改築・更新

なども検討し、持続可能な汚水処理施設の運営管理を目標としています。 

 

イ）汚水適正処理構想の基本方針 

 構想策定にあたっては、千葉県策定の「全県域汚水適正処理構想見直し市町

村作業マニュアル」（以下、千葉県マニュアルとする。）により、将来フレーム

想定年度及び人口設定しており、現況基準年度を平成 26年度とし、中長期目標

を平成 36 年度、長期目標を平成 46 年度としていますが、人口設定は栄町総合

戦略に基づいたものとしています。 

 

 注）将来フレーム想定年度 

 公共下水道と合併浄化槽の個別処理の経済比較を行う際に用いる人口とを設

定する年度をいう。 

 

 現況基準年度 ： 平成２６年度   ２１，６５６人 

 中期目標年度 ： 平成３６年度   ２０，０００人 

 長期目標年度 ： 平成４６年度   １８，０００人 

 

２．栄町汚水処理の現状と課題 

 ア）現状 

 公共下水道は、昭和５２年に「栄町公共下水道計画」を樹立し、同年１２月

に都市計画決定、昭和５３年３月に事業認可と進み、昭和５７年１０月より一

部供用開始し、順次事業を推進しております。 



 合併浄化槽による汚水処理は、個人設置型による整備を推進しており、設置

については、町から補助金を交付しております。 

 イ）整備状況 

 平成２５年度現在、汚水処理人口普及率は、行政人口（住民基本台帳） 

２１，６５６人に対して汚水処理人口１９，９９４人で９２．３％となってい

ます。 

整備手法別では、下水道処理人口１８，２２１人「８４．１％」、合併浄化槽

人口１，７７３人「８．２％」）となっています。 

 また、未処理人口は、１，６６２人で７．７％となっており、汲み取りと単

独浄化槽の利用者となっています。 

 

 

 

 

 ウ）課題 

 栄町において、未処理人口の割合が７．７％となっており、汲み取りや単独

処理浄化槽は、生活配水が未処理のまま河川や湖沼等に放流されますので、汚

水処理整備を行い公共用水域の水質を確保に努める必要があります。 

 

３．整備手法の選定 

 ア）処理区域（集合処理・個別処理）の設定と整備手法の選定 

 検討するにあたり、千葉県マニュアルの計算方法・単価により比較します。 

 処理区域の設定にあたっては、以下の手順に沿って行っています。 

 

合併浄化槽人口

8.2% 1,773 人 

未処理人口 

7.7％ 1,667 人 

公共下水道人口 

84.1％ 18,221 人 

図１  整備手法別人口 



 

 

 ①既整備区域、事業計画区域、ＤＩＤ地区（人口密集地区）、既整備区域の周

辺家屋を「既整備区域等」として設定。 

 ②集合処理と個別処理を検討するため、一定の家屋集合体を「検討単位区域」

として設定。 

 ③②で設定した検討単位区域について、必要な管渠延長や人口などの条件を

設定して、経済性を基にした集合処理・個別処理の比較検討。 

 ④③で集合処理と判定された区域は、区域同士で接続化それぞれの集合処理

区か検討。 

 ⑤①から④の結果より、集合処理区域と個別処理区域を設定し、最適な事業

手法選定。 

 

４．構想のまとめ 

 ア）検討結果 

 将来人口予測により、経済性、地域特性等を考慮し本町の汚水適正処理構想

をまとめました。 

図２ 処理区域の設定と整備手法の選定の概念図 
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 基本方針としては、公共下水道の整備区域（全体計画）の変更は行わないこ

ととしました。 

 下水道事業計画については、今後、老朽化した施設等の改築更新主として進

めていきます。 

 

中期計画及び長期計画の概要は、下記のとおりです。 

 １）中期計画（平成３６年度） 

 ①酒直地区の整備を行います。（約 1.51ｈa） 

 ②早期に汚水処理概成のため平成２８年度に認可変更を行い、北辺田地区、 

布鎌一部地区の公共下水道の管渠築造工事を一時休止とし、合併浄化槽処理 

整備を促進します。 

 ③老朽化した終末処理場、ポンプ場など施設の改築更新を行います。 

 ２）長期計画（昭和４６年度） 

 ①早期に汚水処理概成のため合併浄化槽処理整備を促進します。 

 ②老朽化した終末処理場、ポンプ場など施設の改築更新を行います 

 

 

 

表１ 整備事業及び目標値 



 

 イ）整備スケジュール 

 事業費、財政状況、人員等からみた整備可能量を勘案して、段階的に整備を

進めていきます。 

 

 

 

個人
設置型

市町村
設置型

21,656 18,221 3,435 0

19,506 17,771 677 0

2,185 511

90.1% 97.5% 19.70% #DIV/0!

90.1% 97.5%

20,000 16,830 3,170 0

19,670 16,500 3,170 0

548.00 513.00

98.35% 98.04% 100.0% #DIV/0!

98.4% 98.0%

9,200

4 2 1.6

⑬管きょ・ポンプ場 4,160 4,160

⑭処理場 83,374 83,374

⑮計 87,534 87,534 98

182.5 182.5 0

4,450 5,305 31 #DIV/0!

159,734 170,632

○

浄化槽

①計画区域内人口（人）

②整備人口（人）

③整備面積（ha）

④汚水処理人口普及率(%)

⑤水洗化率(%)

全体 公共下水道
集落排水
施設

個人設置型浄化槽による整備

⑥計画区域内人口（人）

⑦整備人口（人）

⑧整備面積（ha）

⑨汚水処理人口普及率(%)

⑩水洗化率（%)

⑪計画日最大汚水量（m3/日）

現況値
（H26）

目標値
（H36）

概算
事業費

⑲実行メニュー
（早期概成手法）

総建設事業費
（百万円）

⑫計画汚泥量（t/日）

⑯年間維持管理費（百万円/年）

⑰整備人口1人当たりの建設費用（千円/人）

⑱整備面積1ha当たりの整備金額（千円/ha）

整備手法

表２ 整備スケジュール 



 

以上をまとめ、「栄町汚水適正処理構想」としています。 

  

＊汚水適正処理構想図（栄町アクションプラン）は別掲してあります。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

            全体計画区域 

               認可計画区域 

               既整備区域 

               既設幹線 

図３ 栄町下水道計画図 北辺田地区、布鎌一部地区 

一時、公共下水道管渠築造

工事休止箇所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


